
浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

1.川中島・山崎配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.76 2.85 2.57 2.66 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.4 5.2 5.7 5.8 5.9 5.3 5.4 5.4 5.4 5.6 5.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 0.2 0.2未満 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.0(22.9℃) 6.9(21.6℃) 6.9(23.1℃) 7.0(22.4℃) 7.1(22.8℃) 7.0(21.1℃) 6.9(20.2℃) 7.2(19.2℃) 7.1(18.1℃) 7.1(21.6℃) 7.1(18.4℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 23.4 18.2 28.8 26.0 22.1 16.2 6.5 4.0 1.0 4.2 8.2

53 水温 - ℃ 18.4 19.3 22.0 20.5 20.5 18.0 15.5 15.0 13.5 14.0 14.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合判　　　定（適合または不適合）

３月９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

2.市部配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.61 2.64 2.38 2.44 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.002 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.002 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.1 7.2 7.4 7.4 7.6 6.9 7.0 6.9 6.8 7.0 6.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.5℃) 7.2(21.7℃) 7.2(23.5℃) 7.2(22.5℃) 7.3(22.7℃) 7.2(21.0℃) 7.2(18.8℃) 7.2(19.0℃) 7.2(18.1℃) 7.2(21.6℃) 7.2(18.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 24.2 18.8 31.2 28.0 21.1 16.5 7.0 4.2 1.0 6.0 8.5

53 水温 - ℃ 20.0 20.8 22.5 22.0 20.5 19.2 16.0 16.5 15.0 15.5 16.0

54 残留塩素 - mg/L 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

3.四日市場水源系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.99 2.88 3.20 3.31 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.002 0.005 0.002 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.1 7.0 6.9 6.8 6.9 6.1 6.6 6.0 6.7 6.8 6.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2 0.2 0.2未満 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(21.9℃) 7.3(21.8℃) 7.2(23.6℃) 7.4(22.4℃) 7.3(22.9℃) 7.1(21.3℃) 7.1(19.9℃) 7.1(19.1℃) 7.2(18.5℃) 7.2(21.7℃) 7.1(18.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.8 18.6 32.1 31.0 26.0 21.0 14.0 10.5 6.0 17.8 6.2

53 水温 - ℃ 19.8 21.4 23.5 24.5 23.0 19.0 16.0 13.5 12.0 13.0 11.5

54 残留塩素 - mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

4.四日市場配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び

その化合物
0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び

その化合物
0.01
以下

mg/L

8
六価クロム

化合物
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 4.66 5.43 5.04 4.84 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ

エチレン
0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.003 0.006 0.001 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム

及びその化合物
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.6 8.2 8.3 8.2 8.1 8.1 8.2 8.4 8.0 8.2 8.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.1℃) 7.6(21.8℃) 7.4(23.9℃) 7.6(22.7℃) 7.5(23.1℃) 7.5(21.4℃) 7.4(20.3℃) 7.3(19.5℃) 7.4(18.9℃) 7.5(21.8℃) 7.4(18.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で

ないこと
- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で

ないこと
- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.4 19.0 36.0 32.8 25.8 19.0 13.2 12.5 5.8 16.5 6.8

53 水温 - ℃ 19.2 21.0 23.5 24.2 23.5 19.0 15.5 13.5 9.5 11.5 11.5

54 残留塩素 - mg/L 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

55
ジクロロアセトニ

トリル
- mg/L 0.001未満 0.001 溶媒抽出-GC-MS法

56 抱水クロラール - mg/L 0.002未満 0.002 溶媒抽出-GC-MS法

57 亜塩素酸 - mg/L 0.06未満 0.06 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

58 従属栄養細菌 - mg/L 5 -- R2A寒天培地法

59
アルミニウム及び

その化合物
- mg/L 0.01未満 0.02未満 0.01 ICP-MS法

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

5.唐柏配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.61 1.56 1.24 0.74 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.010 0.019 0.010 0.005 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.004 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.012 0.023 0.012 0.006 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.008 0.011 0.008 0.004 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.5 5.3 5.2 5.1 5.3 4.4 4.4 4.3 3.3 3.5 3.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(22.1℃) 7.6(21.8℃) 7.5(24.0℃) 7.5(22.4℃) 7.6(23.2℃) 7.6(21.5℃) 7.5(20.6℃) 7.5(20.2℃) 7.3(19.7℃) 7.4(22.3℃) 7.4(18.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 22.8 19.8 36.5 32.5 25.5 19.5 15.0 13.5 7.0 17.0 7.0

53 水温 - ℃ 17.8 19.7 23.0 24.0 23.0 18.5 14.0 12.0 7.0 8.0 8.5

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

6.砂原配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.71 4.15 3.62 3.42 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.006 0.008 0.005 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.010 0.013 0.008 0.007 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.004 0.004 0.003 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 6.8 7.5 6.8 6.9 7.0 6.5 6.4 6.0 6.0 6.1 6.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.3 0.2未満 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(22.3℃) 7.5(22.2℃) 7.5(23.2℃) 7.6(22.8℃) 7.6(23.3℃) 7.6(21.7℃) 7.4(20.8℃) 7.3(20.0℃) 7.3(19.3℃) 7.4(22.8℃) 7.3(18.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 23.8 20.1 37.2 31.2 26.0 21.0 16.5 13.8 6.5 16.5 6.0

53 水温 - ℃ 21.0 23.2 27.0 27.5 26.5 21.5 16.5 14.0 11.0 11.0 11.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

7.小石和配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 5.96 6.04 5.35 5.38 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 0.01未満 0.33 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 8.4 8.2 8.2 8.1 8.4 8.1 8.1 8.0 8.0 8.2 8.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.4℃) 7.6(22.2℃) 7.5(23.1℃) 7.6(22.9℃) 7.7(23.1℃) 7.6(21.6℃) 7.5(21.0℃) 7.3(19.9℃) 7.4(19.1℃) 7.4(22.3℃) 7.3(18.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.8 20.8 35.0 32.0 25.8 20.0 16.0 13.0 6.8 16.8 7.2

53 水温 - ℃ 18.2 19.4 21.5 21.0 20.0 18.0 15.0 13.0 9.0 12.0 7.5

54 残留塩素 - mg/L 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.2 0.6 0.4 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

8.中川配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.77 1.83 1.88 2.17 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.9 7.7 7.9 7.3 7.5 7.6 7.7 8.9 8.8 9.1 8.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.7(22.2℃) 7.7(22.2℃) 7.7(22.4℃) 7.9(22.5℃) 7.8(22.9℃) 7.6(21.9℃) 7.6(21.1℃) 7.6(21.1℃) 7.6(19.0℃) 7.7(22.4℃) 7.5(18.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.6 17.1 34.0 30.2 23.5 18.0 13.0 10.2 5.0 12.0 7.2

53 水温 - ℃ 16.5 17.2 17.5 16.5 17.0 16.0 15.0 15.0 14.5 14.5 15.0

54 残留塩素 - mg/L 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

9.上平井配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.79 1.81 1.88 2.16 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 8.0 7.7 7.9 7.3 7.4 7.7 7.7 8.9 8.8 9.0 8.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.8(22.8℃) 7.8(22.1℃) 7.7(22.1℃) 7.9(22.5℃) 7.8(22.6℃) 7.7(21.4℃) 7.7(21.2℃) 7.6(20.8℃) 7.6(18.6℃) 7.7(22.5℃) 7.6(18.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.0 17.8 32.1 30.0 24.2 17.2 12.5 9.5 5.2 11.8 6.8

53 水温 - ℃ 16.8 18.2 19.0 17.5 17.5 16.5 15.0 14.8 14.2 13.5 14.5

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

10.松本配水場系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.41 0.46 0.39 0.35 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.12 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.007 0.012 0.005 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.004 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.008 0.014 0.007 0.005 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.005 0.005 0.004 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.09 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.3 3.1 5.3 7.1 6.3 3.6 3.7 4.3 3.7 3.8 3.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.9℃) 7.4(21.8℃) 7.6(22.5℃) 7.5(22.6℃) 7.2(22.8℃) 7.4(21.8℃) 7.4(20.7℃) 7.7(20.6℃) 7.5(19.0℃) 7.6(22.3℃) 7.5(18.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5未満 1.5 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 23.5 18.7 31.2 28.0 22.0 17.0 6.5 4.0 1.5 7.5 6.2

53 水温 - ℃ 16.3 18.0 26.5 25.5 21.5 18.0 15.0 12.0 8.0 8.5 13.0

54 残留塩素 - mg/L 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

11.若宮既設配水池系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 4.07 4.51 4.06 4.01 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 8.3 10.9 9.3 9.7 9.9 9.5 9.4 9.1 9.1 9.1 8.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(22.3℃) 7.1(21.2℃) 7.0(22.5℃) 7.3(21.8℃) 7.3(22.7℃) 7.0(21.4℃) 7.2(20.6℃) 7.2(18.3℃) 7.1(18.4℃) 7.2(22.4℃) 7.0(19.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 0.6 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.1 25.0 30.3 30.6 27.0 16.0 12.0 6.8 (0.6) 3.4 5.1

53 水温 - ℃ 17.6 18.8 22.2 23.5 23.5 18.0 16.0 13.1 13.5 9.2 10.4

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

12.第1配水池系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 4.02 4.22 3.71 3.69 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.9 5.8 5.9 5.8 5.3 5.8 5.8 5.7 5.7 5.9 5.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(22.3℃) 7.1(20.8℃) 7.1(22.2℃) 7.2(21.7℃) 7.3(22.6℃) 7.0(21.7℃) 7.2(20.3℃) 7.1(18.1℃) 7.1(18.5℃) 7.1(22.2℃) 7.0(18.8℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 2.1 0.5 1.5 1.1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.1 23.1 29.9 26.9 26.1 16.3 11.5 5.9 (1.2) 3.0 6.3

53 水温 - ℃ 18.9 21.5 25.2 26.0 26.4 19.4 15.2 12.0 10.6 8.8 9.5

54 残留塩素 - mg/L 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

13.第2配水池系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.72 0.77 0.75 0.77 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.009 0.015 0.008 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.005 0.004 0.005 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.009 0.017 0.010 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.007 0.008 0.008 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.0 2.9 3.0 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 3.1 3.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.3℃) 7.2(20.8℃) 7.2(22.1℃) 7.3(22.0℃) 7.4(22.5℃) 7.2(21.5℃) 7.3(20.5℃) 7.2(18.4℃) 7.2(18.7℃) 7.4(22.3℃) 7.2(18.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.0 22.6 28.7 26.7 25.8 16.2 11.6 5.5 0.5 6.6 5.2

53 水温 - ℃ 14.7 15.5 19.6 21.1 20.5 17.4 12.5 9.6 10.2 6.2 7.6

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

14.御坂浄水場系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び

その化合物
0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び

その化合物
0.01
以下

mg/L

8
六価クロム

化合物
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.46 0.45 0.46 0.37 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ

エチレン
0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.013 0.018 0.013 0.006 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.009 0.006 0.007 0.004 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.014 0.020 0.014 0.007 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.008 0.010 0.009 0.003 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム

及びその化合物
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.7 2.6 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 3.1 2.7 2.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2未満 0.3 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(22.4℃) 7.2(21.8℃) 7.2(21.9℃) 7.4(23.1℃) 7.4(22.4℃) 7.2(21.3℃) 7.3(20.8℃) 7.2(18.3℃) 7.7(18.9℃) 7.3(22.1℃) 7.1(18.6℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で

ないこと
- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で

ないこと
- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.8 22.0 31.8 25.3 26.2 17.1 11.2 4.0 0.8 7.0 5.6

53 水温 - ℃ 17.5 18.1 21.5 23.0 23.1 18.7 16.0 9.1 8.6 8.1 8.8

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3

55
ジクロロアセトニ

トリル
- mg/L 0.001未満 0.001 溶媒抽出-GC-MS法

56 抱水クロラール - mg/L 0.002未満 0.002 溶媒抽出-GC-MS法

57 亜塩素酸 - mg/L 0.06未満 0.06 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

58 従属栄養細菌 - mg/L 0 -- R2A寒天培地法

59
アルミニウム及び

その化合物
- mg/L 0.01未満 0.01 ICP-MS法

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

15.下野原配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.38 0.43 0.41 0.36 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.011 0.021 0.010 0.005 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.011 0.003未満 0.003 0.003 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.011 0.023 0.011 0.005 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.009 0.011 0.008 0.004 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.7 2.5 2.6 2.5 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(22.1℃) 7.3(22.0℃) 7.4(22.3℃) 7.2(22.5℃) 7.0(23.2℃) 7.4(21.8℃) 7.4(20.9℃) 7.5(20.9℃) 7.3(19.0℃) 7.3(22.2℃) 7.0(18.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.2 17.1 35.0 31.0 23.5 18.0 12.0 10.0 5.8 12.5 5.5

53 水温 - ℃ 15.8 18.8 22.0 24.0 22.0 16.0 13.0 10.5 6.5 7.0 7.0

54 残留塩素 - mg/L 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

16.大野寺配水池系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.37 2.36 2.30 2.26 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.006 0.004 0.003 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.002 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.011 0.007 0.004 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.003 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0 4.1 4.0 4.1 4.0 3.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.7(22.6℃) 7.6(21.1℃) 7.5(22.9℃) 7.6(22.9℃) 7.7(22.8℃) 7.5(21.4℃) 7.5(21.1℃) 7.4(18.7℃) 7.6(18.9℃) 7.6(22.4℃) 7.5(19.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.5 21.2 29.2 26.0 25.9 16.8 10.8 4.8 0.5 9.1 5.8

53 水温 - ℃ 18.8 20.1 25.1 25.1 24.7 19.1 16.3 13.1 10.1 10.1 11.4

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

17.南野呂配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.004 0.004 0.003 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.74 1.77 1.51 1.46 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.009 0.015 0.012 0.006 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.014 0.021 0.018 0.011 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.004 0.005 0.005 0.003 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.2 4.8 5.2 4.8 4.5 4.8 4.5 4.3 4.2 4.3 4.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(23.1℃) 7.4(21.9℃) 7.5(22.4℃) 7.7(22.6℃) 7.2(23.2℃) 7.5(21.4℃) 7.2(21.1℃) 7.4(20.2℃) 7.3(19.4℃) 7.5(22.6℃) 7.4(19.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 23.2 17.8 31.5 29.5 24.0 16.8 12.0 7.0 3.5 11.0 7.2

53 水温 - ℃ 19.5 22.3 25.5 26.5 25.0 19.5 16.5 12.5 8.5 8.0 8.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

18.金沢配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.79 1.84 1.77 1.79 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.2 4.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.8(22.1℃) 7.8(20.9℃) 7.7(22.8℃) 7.7(22.7℃) 7.8(22.5℃) 7.7(21.5℃) 7.6(20.9℃) 7.6(19.3℃) 7.7(19.0℃) 7.7(22.5℃) 7.7(19.4℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.1 21.0 29.6 26.6 25.5 16.7 10.6 4.1 0.6 3.1 5.9

53 水温 - ℃ 17.8 19.4 22.0 21.6 23.6 17.6 14.3 10.6 10.0 9.9 11.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

19.一宮中央配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.00 3.08 2.91 2.96 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.13 0.07 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.1 3.0 3.1 3.0 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.1 3.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.8(23.1℃) 7.7(22.3℃) 7.8(22.4℃) 8.0(22.7℃) 7.7(22.8℃) 7.7(21.7℃) 7.5(21.8℃) 7.6(20.2℃) 7.8(19.3℃) 7.7(22.1℃) 7.8(19.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 24.4 17.0 31.8 30.5 24.5 17.8 11.0 9.0 3.5 10.8 7.8

53 水温 - ℃ 19.6 20.5 23.0 23.5 22.0 17.5 16.5 15.2 13.2 13.5 13.0

54 残留塩素 - mg/L 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

20.竹原田配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.25 1.23 1.24 1.24 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(23.4℃) 7.6(22.3℃) 7.7(22.9℃) 7.7(22.9℃) 7.6(22.7℃) 7.6(21.8℃) 7.5(21.4℃) 7.4(20.7℃) 7.5(19.9℃) 7.4(21.9℃) 7.6(19.6℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 27.4 18.1 32.0 30.0 25.0 17.8 13.0 9.8 5.0 11.8 7.8

53 水温 - ℃ 20.4 22.6 27.0 28.0 26.5 22.5 17.5 15.0 7.0 8.0 7.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

21.石配水場系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.61 0.53 0.47 0.42 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.11 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.009 0.017 0.009 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.012 0.021 0.012 0.007 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.005 0.007 0.006 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.002 0.004 0.002 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.3 3.5 5.2 4.3 4.4 3.7 4.1 3.9 4.3 3.8 3.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(23.2℃) 7.3(21.9℃) 7.4(22.7℃) 7.6(22.9℃) 7.6(22.6℃) 7.6(21.8℃) 7.6(21.2℃) 7.5(20.4℃) 7.3(19.8℃) 7.4(22.1℃) 7.3(20.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 23.9 17.6 35.1 30.0 26.0 18.0 13.0 10.2 4.2 13.2 7.5

53 水温 - ℃ 22.2 23.8 28.0 28.0 28.0 22.2 17.0 12.0 9.5 9.5 10.5

54 残留塩素 - mg/L 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

22.市之蔵配水場系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.55 2.88 2.60 2.62 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.005 0.008 0.005 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.007 0.013 0.007 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.9 5.3 5.6 5.1 4.9 4.8 5.3 4.2 5.4 5.0 4.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2未満 0.3 0.2 0.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.9(22.7℃) 7.9(20.8℃) 7.5(23.4℃) 7.8(22.5℃) 7.9(22.8℃) 7.8(21.6℃) 7.7(21.0℃) 7.6(19.3℃) 7.8(19.1℃) 7.7(22.6℃) 7.4(19.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.0 21.9 29.1 26.2 25.8 17.4 10.1 3.3 (1.0) 3.8 5.8

53 水温 - ℃ 19.0 20.0 23.6 24.5 24.1 19.4 15.6 12.4 10.5 9.6 10.2

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

23.銚子ヶ原水源系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 4.84 5.29 4.25 4.04 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.10 0.36 0.11 0.12 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.0 3.8 3.9 4.1 4.1 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.2℃) 7.2(20.9℃) 7.2(22.3℃) 7.2(22.8℃) 7.4(23.2℃) 7.2(22.4℃) 7.5(20.7℃) 7.4(19.0℃) 7.3(19.0℃) 7.2(21.8℃) 7.2(19.8℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 18.3 23.5 31.2 25.2 30.1 17.7 12.2 6.8 3.0 8.6 5.5

53 水温 - ℃ 16.5 22.6 23.8 24.0 24.4 20.3 13.0 12.0 10.2 9.6 11.1

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

24.大舟配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.93 0.56 0.50 0.63 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.003 0.001未満 0.005 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.003 0.001未満 0.005 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.9 0.9 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(21.7℃) 7.5(20.7℃) 7.5(22.6℃) 7.4(23.2℃) 7.5(23.1℃) 7.4(22.4℃) 7.5(21.3℃) 7.6(19.0℃) 7.4(19.7℃) 7.6(20.9℃) 7.4(19.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.2 22.5 31.0 31.2 29.7 10.6 10.6 5.9 (1.6) 8.9 4.7

53 水温 - ℃ 15.1 21.6 24.6 21.2 25.6 15.1 11.6 10.1 7.9 5.5 4.9

54 残留塩素 - mg/L 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

25.崩山配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.89 0.53 0.54 0.62 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 1.3 1.0 0.9 0.9 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(21.4℃) 7.5(20.7℃) 7.5(22.7℃) 7.5(23.1℃) 7.4(23.0℃) 7.4(22.0℃) 7.4(21.4℃) 7.5(19.1℃) 7.4(19.5℃) 7.4(20.7℃) 7.3(19.6℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 17.6 23.0 33.3 28.2 31.6 11.2 11.3 5.9 0.6 9.2 5.0

53 水温 - ℃ 17.5 17.5 20.6 19.8 20.7 15.1 11.6 9.5 8.6 6.2 7.5

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

26.岡配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.86 0.82 1.02 0.99 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.002 0.009 0.002 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.005 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.003 0.012 0.004 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001 0.003 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.2 2.4 2.1 2.0 1.7 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.7℃) 7.5(21.1℃) 7.5(22.7℃) 7.6(22.7℃) 7.6(22.5℃) 7.6(21.8℃) 7.8(20.5℃) 7.5(20.5℃) 7.8(19.1℃) 7.7(21.8℃) 7.6(19.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.8 25.1 33.6 25.8 30.6 18.1 16.3 6.9 2.1 12.8 6.4

53 水温 - ℃ 19.2 21.0 25.1 26.0 25.0 18.8 15.1 14.0 10.5 8.8 9.1

54 残留塩素 - mg/L 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

27.御所配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.71 3.26 3.49 3.59 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.7 3.6 4.0 3.9 4.4 4.5 4.5 4.4 4.5 4.7 4.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.6℃) 7.4(21.8℃) 7.4(23.0℃) 7.5(23.0℃) 7.6(23.1℃) 7.4(22.5℃) 7.2(20.9℃) 7.4(20.2℃) 7.4(19.1℃) 7.4(22.0℃) 7.4(19.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 17.5 24.8 32.0 25.6 31.0 18.6 16.1 6.5 3.0 12.6 6.4

53 水温 - ℃ 18.6 20.4 24.2 23.0 24.2 19.0 16.5 13.2 11.0 8.7 11.6

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

28.境川配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.36 0.37 0.38 0.36 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.012 0.014 0.010 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.009 0.005 0.003 0.003 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.012 0.015 0.011 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.009 0.010 0.007 0.004 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.002 0.001 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.0 1.7 2.2 1.6 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 6.9(22.3℃) 7.3(20.8℃) 7.4(21.9℃) 7.4(23.0℃) 7.4(22.6℃) 7.4(22.1℃) 7.4(20.7℃) 7.4(19.7℃) 7.2(19.0℃) 7.3(21.9℃) 7.3(19.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.2 25.9 33.5 26.6 31.2 19.0 15.0 7.8 2.1 12.1 6.6

53 水温 - ℃ 18.4 22.2 25.2 23.5 24.8 23.1 15.1 14.8 10.8 8.1 11.1

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

29.藤垈配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.55 0.75 0.46 0.36 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.013 0.015 0.015 0.006 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.004 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.014 0.017 0.017 0.007 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.010 0.010 0.012 0.006 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.1 2.3 2.2 2.1 2.2 2.0 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2未満 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.1℃) 7.1(21.3℃) 7.3(22.7℃) 7.2(22.9℃) 7.3(23.0℃) 7.3(21.8℃) 7.3(20.4℃) 7.3(19.6℃) 7.2(19.1℃) 7.2(21.9℃) 7.2(19.8℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.0 25.8 33.0 26.4 31.0 19.4 14.3 7.5 2.6 10.0 7.0

53 水温 - ℃ 20.1 23.1 28.7 27.0 28.0 20.5 13.1 9.7 9.7 8.0 7.6

54 残留塩素 - mg/L 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

30.春日居南部配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.75 0.47 0.40 0.36 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.11 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.005 0.013 0.006 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.007 0.015 0.008 0.005 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.004 0.006 0.004 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.6 3.9 5.9 7.0 6.4 4.0 3.8 4.4 3.7 3.8 3.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(23.3℃) 7.3(22.6℃) 7.3(22.5℃) 7.4(23.2℃) 7.5(22.6℃) 7.5(21.9℃) 7.3(21.5℃) 7.4(20.5℃) 7.2(19.6℃) 7.2(21.9℃) 7.3(20.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.6 0.5未満 0.8 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.2 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 24.6 18.5 31.0 28.5 22.2 17.0 8.0 5.0 2.0 8.0 7.5

53 水温 - ℃ 21.4 22.6 27.0 26.0 27.0 21.0 16.5 13.8 10.0 10.5 11.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

31.下岩下配水場系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.42 0.46 0.39 0.37 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.12 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.007 0.012 0.006 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.005 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.008 0.014 0.007 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.005 0.006 0.004 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03 0.03未満 0.03未満 0.03 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.4 3.1 5.3 6.9 6.3 3.6 3.7 4.3 3.7 3.8 3.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(23.5℃) 7.3(22.3℃) 7.3(21.9℃) 7.4(23.0℃) 7.4(22.6℃) 7.3(22.0℃) 7.3(21.5℃) 7.3(20.5℃) 7.2(19.4℃) 7.4(21.3℃) 7.3(20.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 1.0 1.4 0.5未満 0.9 0.6 1.6 0.5未満 0.6 0.5未満 1.0 1.1 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.2 0.2 0.1未満 0.1 0.1 0.3 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 23.5 17.7 32.0 29.0 23.5 17.0 10.0 5.5 2.0 7.5 7.0

53 水温 - ℃ 16.2 18.2 22.5 23.2 21.5 15.2 12.0 10.5 7.0 6.5 8.0

54 残留塩素 - mg/L 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

32.芦川地区簡易水道　上芦川配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.41 0.33 0.22 0.18 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(21.6℃) 7.4(21.4℃) 7.5(22.1℃) 7.6(22.5℃) 7.5(22.9℃) 7.3(21.4℃) 7.3(21.4℃) 7.3(19.9℃) 7.3(19.1℃) 7.4(20.7℃) 7.2(20.4℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 15.1 20.3 30.5 31.2 29.5 17.0 10.2 5.2 0.5 10.5 4.4

53 水温 - ℃ 17.4 18.7 23.0 24.9 25.1 19.6 14.6 10.2 8.5 6.9 8.1

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

33.芦川地区簡易水道　新井原配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.46 0.45 0.44 0.45 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.0℃) 7.3(21.1℃) 7.5(21.9℃) 7.4(22.4℃) 7.4(22.8℃) 7.3(21.3℃) 7.5(21.3℃) 7.3(19.4℃) 7.3(19.3℃) 7.4(20.6℃) 7.3(20.4℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 19.2 21.1 9.6 33.6 29.6 19.1 11.5 5.6 0.9 10.3 4.5

53 水温 - ℃ 16.8 19.0 23.4 25.6 24.6 19.7 16.5 11.6 9.0 9.0 10.6

54 残留塩素 - mg/L 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

34.芦川地区簡易水道　中芦川配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.53 0.53 0.45 0.46 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.003 0.013 0.003 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.003 0.014 0.003 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.004 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.3 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(23.2℃) 7.4(21.1℃) 7.4(21.9℃) 7.7(22.2℃) 7.4(22.7℃) 7.4(21.2℃) 7.3(21.4℃) 7.5(19.1℃) 7.4(19.5℃) 7.3(20.6℃) 7.3(20.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 15.0 20.6 29.1 31.2 29.9 16.7 10.8 5.0 0.8 10.6 4.9

53 水温 - ℃ 17.5 20.5 24.7 25.0 23.6 19.9 16.2 12.5 9.2 8.5 8.4

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

35.芦川地区簡易水道　鶯宿配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.49 0.47 0.40 0.40 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.05 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.04 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.1 2.2 2.0 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(21.9℃) 7.5(20.9℃) 7.5(21.8℃) 7.6(22.4℃) 7.4(22.7℃) 7.5(21.5℃) 7.4(21.1℃) 7.3(19.8℃) 7.5(19.4℃) 7.4(20.5℃) 7.4(20.4℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 測定不可 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.9 1.8 1.6 0.5 1.0 0.5未満 4.1 1.1 1.1 1.0 1.8 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.6 1.1 1.0 0.3 0.7 0.2 3.5 0.8 0.8 0.7 1.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 20.0 20.1 28.7 30.2 29.7 16.0 11.9 5.1 1.0 9.9 5.2

53 水温 - ℃ 15.2 17.1 19.6 22.0 22.5 18.7 14.8 10.6 8.6 7.2 8.1

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 不適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

36.道駒簡易水道　道駒配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.39 0.96 0.89 0.90 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.3 1.6 1.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 0.2未満 0.2 0.2未満 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.0(22.3℃) 7.2(20.8℃) 7.2(21.8℃) 7.2(22.4℃) 7.2(22.6℃) 7.3(21.6℃) 7.2(20.5℃) 7.2(19.5℃) 7.2(19.8℃) 7.3(22.8℃) 7.2(20.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.0 24.6 30.6 27.2 27.2 15.2 12.0 4.6 0.9 4.0 5.0

53 水温 - ℃ 16.1 21.4 20.4 22.0 25.2 18.7 12.1 10.0 8.7 8.5 9.6

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

37.十郎新上宿簡易水道　十郎新上宿配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.45 0.48 0.39 0.39 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.4℃) 7.1(20.8℃) 6.9(22.9℃) 7.2(22.3℃) 7.2(22.4℃) 7.3(21.8℃) 7.2(20.6℃) 7.2(19.7℃) 7.3(20.2℃) 7.2(22.6℃) 7.1(20.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.8 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 13.9 23.0 29.9 26.3 26.9 13.0 12.1 4.3 (1.0) 4.0 4.6

53 水温 - ℃ 12.0 13.0 13.6 14.1 16.4 13.5 11.4 10.2 8.0 8.5 8.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

38.新田簡易水道　新田配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.60 1.93 1.32 0.96 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.9 12.1 6.3 6.5 5.2 5.1 4.7 4.3 4.6 4.5 4.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.0(22.4℃) 6.9(21.0℃) 6.9(22.9℃) 6.8(22.8℃) 7.1(22.6℃) 7.1(21.9℃) 7.0(20.6℃) 7.0(18.8℃) 7.0(20.2℃) 7.1(22.3℃) 6.9(20.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 12.9 21.0 32.0 27.6 27.8 12.1 12.6 4.8 (2.6) 2.8 5.1

53 水温 - ℃ 12.9 13.5 16.0 17.0 17.7 12.5 10.0 9.8 6.1 6.9 8.4

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

39.藤野木簡易水道　藤野木配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.27 0.28 0.26 0.28 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.4 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.5 2.4 2.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.5℃) 7.5(21.6℃) 7.3(22.4℃) 7.2(23.1℃) 7.5(22.8℃) 7.3(22.6℃) 7.2(20.7℃) 7.3(18.9℃) 7.4(19.9℃) 7.4(22.9℃) 7.4(21.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 13.1 20.6 29.6 27.0 27.6 11.0 13.0 4.0 (4.0) 5.6 4.5

53 水温 - ℃ 12.6 13.4 14.6 17.1 16.6 12.5 11.1 10.0 8.8 9.1 8.6

54 残留塩素 - mg/L 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

40.十郎東部簡易水道　十郎東部配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.52 0.50 0.45 0.44 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.6℃) 7.5(21.3℃) 7.2(22.4℃) 7.4(22.7℃) 7.4(22.7℃) 7.5(22.3℃) 7.4(20.6℃) 7.4(20.0℃) 7.2(20.1℃) 7.2(23.6℃) 7.4(21.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 12.6 23.0 30.9 28.0 28.1 11.5 13.5 4.0 (1.0) 4.0 4.9

53 水温 - ℃ 14.0 13.9 22.2 20.0 21.0 11.4 8.0 10.0 6.3 4.9 4.9

54 残留塩素 - mg/L 0.1未満 0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

41.坂野簡易水道　坂野配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.28 2.31 2.10 2.06 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 8.1(22.5℃) 7.9(21.6℃) 7.6(22.7℃) 7.6(22.3℃) 7.8(22.6℃) 7.9(21.7℃) 7.6(20.6℃) 7.7(21.4℃) 7.9(20.4℃) 7.7(23.1℃) 7.8(21.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 15.5 24.2 30.2 26.0 27.6 14.0 11.5 4.8 2.0 4.1 6.0

53 水温 - ℃ 15.0 17.0 16.7 17.0 22.0 14.0 12.0 5.9 6.8 7.8 8.8

54 残留塩素 - mg/L 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

42.花鳥簡易水道　花鳥配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.83 1.84 1.78 1.77 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001 0.004 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.6 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.3 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 8.1(22.5℃) 8.1(21.5℃) 7.8(22.7℃) 7.9(23.5℃) 8.0(22.5℃) 8.0(21.5℃) 7.8(20.5℃) 7.8(20.6℃) 8.0(20.5℃) 8.0(20.8℃) 7.9(21.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 16.2 23.3 32.0 26.0 30.8 18.7 12.9 7.2 3.1 11.0 5.8

53 水温 - ℃ 19.6 21.3 25.0 25.0 27.1 20.7 15.0 2.0 7.1 8.9 10.0

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

43.大黒坂簡易水道　大黒坂配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.66 0.68 0.64 0.69 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第18

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.4 1.6 1.5 1.3 1.5 1.6 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 0.2 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.3℃) 7.3(22.0℃) 7.5(22.7℃) 7.2(22.5℃) 7.4(22.7℃) 7.2(20.9℃) 7.0(21.1℃) 7.2(19.4℃) 7.3(20.3℃) 7.1(22.0℃) 7.4(20.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.7 0.7 2.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.9 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1未満 0.2 0.5 0.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 17.8 21.0 31.0 24.8 29.6 17.2 11.6 5.0 3.0 8.2 6.0

53 水温 - ℃ 13.1 15.1 16.8 17.4 18.6 15.1 12.0 10.0 9.0 9.0 9.1

54 残留塩素 - mg/L 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0.8 1.0 0.9

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

44.戸倉小規模水道　戸倉配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.1 3.0 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 2.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.8(22.3℃) 7.8(21.8℃) 7.5(22.5℃) 7.6(22.2℃) 7.8(22.9℃) 7.7(21.4℃) 7.6(21.2℃) 7.5(19.1℃) 7.7(20.4℃) 7.6(23.0℃) 7.7(21.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 14.1 22.7 30.7 26.0 27.2 13.5 11.5 4.5 (1.9) 4.8 5.4

53 水温 - ℃ 18.6 20.6 24.1 24.9 22.4 18.8 13.2 12.0 8.3 8.4 9.8

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

45.立沢小規模水道　立沢配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.3 2.6 2.2 2.1 1.7 1.6 2.0 2.2 2.8 3.2 4.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.0(22.6℃) 7.5(21.4℃) 7.5(22.4℃) 7.6(22.3℃) 7.1(23.0℃) 7.2(19.1℃) 7.6(21.0℃) 7.4(19.4℃) 7.3(20.5℃) 7.3(23.0℃) 7.4(21.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 13.1 22.2 31.2 28.2 27.9 12.6 12.0 5.6 (1.0) 4.0 5.5

53 水温 - ℃ 12.6 13.6 21.5 22.0 22.2 11.0 8.1 6.8 5.6 6.1 6.6

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

46.大口小規模水道　大口配水系　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(22.1℃) 7.3(21.2℃) 7.3(22.0℃) 6.9(22.4℃) 7.1(22.7℃) 7.2(21.9℃) 7.1(21.0℃) 7.1(19.5℃) 7.1(20.6℃) 7.3(21.1℃) 7.3(20.8℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 18.0 21.0 30.0 31.8 29.6 11.0 11.5 4.6 (1.1) 9.5 5.0

53 水温 - ℃ 12.6 13.5 15.1 17.9 17.0 14.1 12.3 9.7 8.1 7.9 7.6

54 残留塩素 - mg/L 0.2 0.3 0.1未満  0.2 0.1未満  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



浄水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

47.大窪小規模水道　大窪配水系

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） 不検出（陰性） -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第2

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L

21 塩素酸
0.6
以下

mg/L

22 クロロ酢酸
0.02
以下

mg/L

23 クロロホルム
0.06
以下

mg/L

24 ジクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

25
ジブロモクロロ

メタン
0.1
以下

mg/L

26 臭素酸
0.01
以下

mg/L

27
総トリハロ
メタン

0.1
以下

mg/L

28 トリクロロ酢酸
0.03
以下

mg/L

29
ブロモジクロロ

メタン
0.03
以下

mg/L

30 ブロモホルム
0.09
以下

mg/L

31
ホルム

アルデヒド
0.08
以下

mg/L

32
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L

33
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L

34
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L

35
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L

36
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L

37
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L

38 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

39
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L

40 蒸発残留物
500
以下

mg/L

41
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L

42 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L

43
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L

44
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L

45 フェノール類
0.005
以下

mg/L

46
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

47 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(22.7℃) 7.4(21.3℃) 7.4(22.5℃) 7.3(22.8℃) 7.2(22.8℃) 7.2(20.7℃) 7.6(20.8℃) 7.3(19.8℃) 7.4(20.2℃) 7.4(22.7℃) 7.3(21.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

48 味
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第33

49 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

50 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

51 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

52 気温 - ℃ 18.1 26.0 31.5 24.0 30.0 18.0 11.4 5.1 0.6 13.0 5.8

53 水温 - ℃ 13.0 14.1 17.0 17.7 16.9 13.8 11.0 9.7 8.0 8.9 8.1

54 残留塩素 - mg/L 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

1.川中島水源　

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.87 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.03 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 9.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 72 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 136 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.0(23.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 27.7

42 水温 - ℃ 17.5

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

2.山崎第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.55 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.05 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 10.6 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 68 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 142 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 6.9(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 28.5

42 水温 - ℃ 18.5

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

3.山崎第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.31 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.05 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 10.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 66 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 127 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 6.9(22.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 29.3

42 水温 - ℃ 18.0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

4.市部第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.32 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.07 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 14.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 70 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 143 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(21.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 29.5

42 水温 - ℃ 19.0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

5.市部第4水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.004 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.38 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.07 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 12.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 6.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 66 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 143 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(21.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 28.3

42 水温 - ℃ 18.2

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

6.市部第5水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.01 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.07 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 13.8 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 68 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 144 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(21.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 29.5

42 水温 - ℃ 19.0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

7.四日市場水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 6.96 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0004 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 14.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 10.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 163 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 260 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(22.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.05 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.2

42 水温 - ℃ 16.5

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

8.広瀬水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 6.03 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.14 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.06 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 23.7 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 8.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300
以下

mg/L 77 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 171 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(22.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.5

42 水温 - ℃ 17.0

43
クリプトスポリジウ

ム
個
/10L

44 ジアルジア
個
/10L

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

47
アンチモン及びその

化合物
0.02   以

下
mg/L 0.002未満 0.002 ICP-MS法

48
ウラン及びその化合

物

0.002  以
下（暫
定）

mg/L 0.0002未満 0.0002 ICP-MS法

49
ニッケル及びその化

合物
0.02   以

下
mg/L 0.002未満 0.002 ICP-MS法

50 1,2ジクロロエタン
0.004  以

下
mg/L 0.0004未満 0.0004 PT-GC-MS法

51 トルエン
0.4    以

下
mg/L 0.04未満 0.04 PT-GC-MS法

52
1,1,1トリクロロエ

タン
0.3    以

下
mg/L 0.03未満 0.03 PT-GC-MS法

53
メチルtブチルエテ

ル
0.02   以

下
mg/L 0.002未満 0.002 PT-GC-MS法

54
1,1ジクロロエチレ

ン
0.1    以

下
mg/L 0.01未満 0.01 PT-GC-MS法

55
フタル酸ジ（2エチ

ルヘキシル）
0.08   以

下
mg/L 0.008未満 0.008 溶媒抽出-GC-MS法

56 遊離炭酸
20     以

下
mg/L 6 2 滴定法

57
有機物等（過マンガ

ン酸カリウム
消費量）

3      以
下

mg/L 0.3 0.3 滴定法

58 臭気強度（ＴＯＮ）
3      以

下
1未満 1 官能法

59
腐食性（ランゲリア

指数）
1程度以上
(極力0に)

-1.0 -- 計算法

60 蒸発残留物 mg/L 180 1 重量法

61
アルミニウム及びそ

の化合物
mg/L 0.01未満 0.01 ICP-MS法

62
マンガン及びその化

合物
mg/L 0.001未満 0.001 ICP-MS法

63
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
mg/L 78 1 滴定法

64
ペルフルオロオクタ
ンスルホン酸及びペ
ルフルオロオクタン

mg/L 0.000005未満 0.000005 平成15年健水発第1010001号　目標31準拠

65 pH値 7.5(22.1℃) -- ガラス電極法

66 濁度 度 0.2 0.1 積分球式光電光度法法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

9.唐柏水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 5.79 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.08 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.15 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 34.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 13.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 81 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 210 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.3

42 水温 - ℃ 17.7

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

10.砂原水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 4.68 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.07 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.04 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 16.6 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.040 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 6.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 75 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 143 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 1.7 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.05 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.5

42 水温 - ℃ 16.7

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

11.小石和第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.005 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 8.39 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.25 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.11 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 51.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.010 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 10.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 17 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 198 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.7(22.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 1.2 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.03 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.2

42 水温 - ℃ 17.5

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

12.中川第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.73 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 8.3 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 9.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 84 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 132 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.7(22.8℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 23.0

42 水温 - ℃ 15.4

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

13.中川第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.62 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 8.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 8.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 105 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 154 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.7(23.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.03 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 23.2

42 水温 - ℃ 15.8

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

14.中川第3水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.85 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 6.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 65 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 99 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.7(23.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 24.6

42 水温 - ℃ 14.8

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

15.上平井水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.016 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.47 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.31 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 10.0 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.035 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 50 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 103 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.9(23.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 14.0 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 2.6 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.0

42 水温 - ℃ 19.4

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

16.若宮既設水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 4.64 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.33 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 7.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 10.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 74 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 164 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 6.8(21.6℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 5.2 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 1.6 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 24.5

42 水温 - ℃ 15.2

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

17.若宮第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 4.06 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 7.0 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 68 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 158 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 6.7(21.8℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.9

42 水温 - ℃ 14.7

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

18.若宮第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.66 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.04 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 6.8 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 58 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 125 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 6.9(21.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 24.0

42 水温 - ℃ 14.7

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

19.若宮第3水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.18 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 7.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 5.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 68 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 127 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 23.0

42 水温 - ℃ 14.5

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

20.御坂浄水場水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

65 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 26 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.43 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.08 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.3 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.009 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300
以下

mg/L 22 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 43 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.4℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 4.8 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 1.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 23.4

42 水温 - ℃ 19.6

43
クリプトスポリジウ

ム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1 5 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

47
アンチモン及びその

化合物
0.02   以

下
mg/L 0.002未満 0.002 ICP-MS法

48
ウラン及びその化合

物

0.002  以
下（暫
定）

mg/L 0.0002未満 0.0002 ICP-MS法

49
ニッケル及びその化

合物
0.02   以

下
mg/L 0.002未満 0.002 ICP-MS法

50 1,2ジクロロエタン
0.004  以

下
mg/L 0.0004未満 0.0004 PT-GC-MS法

51 トルエン
0.4    以

下
mg/L 0.04未満 0.04 PT-GC-MS法

52
1,1,1トリクロロエ

タン
0.3    以

下
mg/L 0.03未満 0.03 PT-GC-MS法

53
メチルtブチルエテ

ル
0.02   以

下
mg/L 0.002未満 0.002 PT-GC-MS法

54
1,1ジクロロエチレ

ン
0.1    以

下
mg/L 0.01未満 0.01 PT-GC-MS法

55
フタル酸ジ（2エチ

ルヘキシル）
0.08   以

下
mg/L 0.008未満 0.008 溶媒抽出-GC-MS法

56 遊離炭酸
20     以

下
mg/L 3 2 滴定法

57
有機物等（過マンガ

ン酸カリウム
消費量）

3      以
下

mg/L 0.3未満 0.3 滴定法

58 臭気強度（ＴＯＮ）
3      以

下
1未満 1 官能法

59
腐食性（ランゲリア

指数）
1程度以上
(極力0に)

-2.1 -- 計算法

60 蒸発残留物 mg/L 62 1 重量法

61
アルミニウム及びそ

の化合物
mg/L 0.10 0.01 ICP-MS法

62
マンガン及びその化

合物
mg/L 0.013 0.001 ICP-MS法

63
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
mg/L 14 1 滴定法

64
ペルフルオロオクタ
ンスルホン酸及びペ
ルフルオロオクタン

mg/L 0.000005未満 0.000005 平成15年健水発第1010001号　目標31準拠

65 pH値 7.6(22.2℃) -- ガラス電極法

66 濁度 度 4.1 0.1 積分球式光電光度法法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

21.二階水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.41 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.08 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 11.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 58 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 123 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.6℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.2

42 水温 - ℃ 16.7

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

22.北野呂第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 7.24 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 9.8 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 79 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 172 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(23.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 27.2

42 水温 - ℃ 16.8

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

23.金沢水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.005 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.87 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 6.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.016 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 90 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 143 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.8(22.8℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 23.8

42 水温 - ℃ 14.7

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

24.末木水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.003 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.00 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.06 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.07 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 9.7 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 50 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 94 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.8(23.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 1.0 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 27.0

42 水温 - ℃ 17.2

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

25.中原水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.22 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 6.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 69 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 108 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(24.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.6

42 水温 - ℃ 14.8

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

26.市之蔵第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 6.28 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 17.9 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 6.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 67 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 159 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 8.1(22.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 24.1

42 水温 - ℃ 15.8

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

27.銚子ヶ原水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 6.09 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 7.3 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.6 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 69 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 159 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 17.5

42 水温 - ℃ 13.6

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

28.大舟水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

71 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 17 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.46 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 18 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 28 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.6 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 23.4

42 水温 - ℃ 15.0

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

121 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

29.崩山第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.65 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 4.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 29 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 52 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.4℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.5

42 水温 - ℃ 15.0

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

30.崩山第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

27 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 19 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.64 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 4.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 30 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 68 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 1.3 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 20.4

42 水温 - ℃ 13.2

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

19 1 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

31.伊良沢水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

6 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 73 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.79 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 4.6 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 32 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 67 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.5

42 水温 - ℃ 13.7

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

32.岡水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

8 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.006 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.36 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.24 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 22.3 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 29 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 103 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 8.4(23.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 21.0

42 水温 - ℃ 17.2

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

33.御所水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 3.96 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 9.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 58 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 134 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.7(22.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.0

42 水温 - ℃ 14.8

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

34.境川水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

115 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 130 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.49 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.05 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.10 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.011 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 20 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 30 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 7.2 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 2.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 24.0

42 水温 - ℃ 19.6

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1 1 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

35.藤垈水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.33 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.04 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.02 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 5.9 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 55 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 62 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.0(22.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 23.1

42 水温 - ℃ 15.0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

36.南部第1水源1号井

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 5.67 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0020 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0003 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 13.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 126 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 216 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(24.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 24.7

42 水温 - ℃ 18.0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

37.南部第1水源2号井

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 5.88 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0015 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0003 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 13.6 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 126 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 208 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(24.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.03 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.2

42 水温 - ℃ 15.5

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

38.南部第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 5.79 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0007 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 13.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 7.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 127 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 224 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(24.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.03 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 32.8

42 水温 - ℃ 19.2

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

39.水出水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

9 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.63 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 29 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 52 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 18.5

42 水温 - ℃ 10.5

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

40.中の入水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.17 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 3.3 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 31 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 58 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 17.5

42 水温 - ℃ 11.8

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

41.沢妻第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

3 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.45 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.9 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 23 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 47 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 17.0

42 水温 - ℃ 11.0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

42.入沢水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

23 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 7 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.42 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 1.9 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.010 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.8 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 36 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 53 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.8 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 15.1

42 水温 - ℃ 12.5

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

3 2 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

43.天神原水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

21 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.46 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 4.0 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 2.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 22 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 48 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(22.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 14.2

42 水温 - ℃ 12.6

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

6 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

44.道駒第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

4 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 4 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.98 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.3 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 23 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 47 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.9℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.2

42 水温 - ℃ 13.8

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

28 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

45.道駒第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

8 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.81 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 4.8 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 36 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 57 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.6(23.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 24.6

42 水温 - ℃ 14.5

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

46.神座山水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.43 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.8 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 22 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 46 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.4(23.0℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 21.5

42 水温 - ℃ 12.4

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

47.奥野沢水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

22 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 1.13 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 4.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 61 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 115 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.0(23.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 20.7

42 水温 - ℃ 13.0

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

48.藤野木水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.002 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.27 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 4.1 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 66 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 97 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(23.2℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 18.8

42 水温 - ℃ 13.5

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

4 3 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

49.原山第1水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

4 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.46 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 16 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 35 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(23.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 18.5

42 水温 - ℃ 11.6

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

50.原山第2水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.47 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.7 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 16 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 46 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(23.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 18.4

42 水温 - ℃ 11.1

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

51.坂野水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.32 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 5.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 35 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 74 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 8.0(23.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 22.1

42 水温 - ℃ 15.3

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

52.竹居水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.82 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 7.3 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 4.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 101 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 148 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.4 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.3(22.6℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.05 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 21.2

42 水温 - ℃ 15.4

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

53.大黒坂水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

32 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 6 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.77 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 3.9 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.1 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 21 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 64 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(22.1℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.2 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 18.0

42 水温 - ℃ 12.5

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 2 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

54.戸倉水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

0 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 2.85 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 5.7 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 3.3 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 73 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 123 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.8(22.7℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 19.8

42 水温 - ℃ 19.0

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

55.立沢水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

7 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.86 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 2.8 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.5 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 36 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 59 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.5(23.3℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 20.1

42 水温 - ℃ 11.0

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

56.大口水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

9 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.50 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 3.5 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 0.9 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 22 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 40 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.1(22.5℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 13.5

42 水温 - ℃ 20.4

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1未満 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月



原水検査結果　令和5年度（令和5年5月～令和6年3月）

57.大窪水源

定量 検査方法

下限値

1 一般細菌
100
以下

CFU/m
L

3 0 平15.厚生労働省告示第261号別表第1

2 大腸菌
検出され
ないこと

- 4 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

3
カドミウム及び

その化合物
0.003
以下

mg/L 0.0003未満 0.0003 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

4
水銀及び
その化合物

0.0005
以下

mg/L 0.00005未満 0.00005 平15.厚生労働省告示第261号別表第7

5
セレン及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

6
鉛及び

その化合物
0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

7
ヒ素及び
その化合物

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

8
六価クロム
化合物

0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

9 亜硝酸態窒素
0.04
以下

mg/L 0.004未満 0.004 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

10
シアン化物イオン
及び塩化シアン

0.01
以下

mg/L 0.001未満 0.001 平15.厚生労働省告示第261号別表第12

11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10
以下

mg/L 0.36 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

12
フッ素及び
その化合物

0.8
以下

mg/L 0.05未満 0.05 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

13
ホウ素及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

14 四塩化炭素
0.002
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

15 1,4ジオキサン
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

16
1,2ジクロロ
エチレン

0.04
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

17 ジクロロメタン
0.02
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

18
テトラクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

19
トリクロロ
エチレン

0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

20 ベンゼン
0.01
以下

mg/L 0.0002未満 0.0002 平15.厚生労働省告示第261号別表第14

21
亜鉛及び
その化合物

1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

22
アルミニウム
及びその化合物

0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

23
鉄及び

その化合物
0.3
以下

mg/L 0.03未満 0.03 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

24
銅及び

その化合物
1.0
以下

mg/L 0.01未満 0.01 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

25
ナトリウム

及びその化合物
200
以下

mg/L 3.4 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

26
マンガン

及びその化合物
0.05
以下

mg/L 0.005未満 0.005 平15.厚生労働省告示第261号別表第6

27 塩化物イオン
200
以下

mg/L 1.0 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第13

28
カルシウム、マグネ

シウム等(硬度)
300
以下

mg/L 33 10 平15.厚生労働省告示第261号別表第22

29 蒸発残留物
500
以下

mg/L 67 20 平15.厚生労働省告示第261号別表第23

30
陰イオン界面

活性剤
0.2
以下

mg/L 0.02未満 0.02 平15.厚生労働省告示第261号別表第24

31 ジェオスミン
0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

32
2-メチルイソ
ボルネオール

0.00001
以下

mg/L 0.000001未満 0.000001 平15.厚生労働省告示第261号別表第25

33
非イオン界面

活性剤
0.02
以下

mg/L 0.002未満 0.002 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2

34 フェノール類
0.005
以下

mg/L 0.0005未満 0.0005 平15.厚生労働省告示第261号別表第29

35
有機物(全有機炭素

(TOC)の量)
3

以下
mg/L 0.2未満 0.2 平15.厚生労働省告示第261号別表第30

36 ｐＨ値
5.8以上
8.6以下

- 7.2(22.6℃) -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第31

37 臭気
異常で
ないこと

- 異常なし -- 平15.厚生労働省告示第261号別表第34

38 色度
5

以下
度 0.5未満 0.5 平15.厚生労働省告示第261号別表第36

39 濁度
2

以下
度 0.1未満 0.1 平15.厚生労働省告示第261号別表第41

40
アンモニア態

窒素
- mg/L 0.02未満 0.02 上水試験方法Ⅱ-4　9.2　(2020年)

41 気温 - ℃ 18.4

42 水温 - ℃ 13.0

43
クリプトスポリジ

ウム
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

44 ジアルジア
個
/10L

0 -- 平19.健水発第0330006別添3

45 大腸菌（E.coli）
MPN/1
00mL

1 1未満 1 上水試験方法Ⅳ-3　1.5.2 5） （2020年）

46 嫌気性芽胞菌
CFU/1
00mL

0 0 -- 三重層法

検  査  項  目 水質基準値 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月１月 ２月

判　　　定（適合または不適合）

９月 １０月 １１月 １２月


